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Ⅰ  新型コロナウイルスに関連して
想定される主な株主質問テーマ

新型コロナウイルスの関連で株主から問わ
れる可能性のあるテーマとしては，大別して
以下の４点が想定される。①事業活動および
業績への影響とBCP（事業継続性）の観点か
らの対策，②事前のリスク評価および備えの
十分性，③役職員における感染者の有無およ
び罹患予防のための方策，ならびに④株主総
会の運営方法に関する質問である。

上記のうち，①と②のテーマはそれぞれ関
連性を有している。すなわち，新型コロナウ
イルス感染拡大の事業活動および業績への悪
影響が重大であればあるほど，事業継続やダ
メージコントロールのためにどのような対策
をとったのかまたはとろうとしているのか

（①），また経営陣としてなぜそのような重大
な悪影響を予見・対策することができなかっ

たのか（②）についての追及も厳しいものに
なることが予想される。また，新型コロナウ
イルスの感染拡大を受けた対応については，
各社において現在進行形で進んでいることか
ら，総会用の想定問答を作成しつつ，そこで
問われる株主の問題意識から逆算して，これ
から総会までの間に会社としてどのような対
応や検討を進めておくべきかを洗い出し，た
だちに実施に移していくことも重要な視点と
なる。以下，テーマごとに想定問答作成上の
ポイントおよび留意点につき概説する。

Ⅱ     想定問答作成上のポイントと
      留意点

１　事業活動および業績への影響とBCP（事
業継続性）の観点からの対策
新型コロナウイルスの感染拡大に関するリ

スク情報については，東京証券取引所からも
早期開示の要請が出されており1，事業活動

多くの企業において，現在６月に開催予定の定時株主総会の準備を進めているところであ
るが，今年は例年想定される質問項目に加え，新型コロナウイルスに関連して株主から多く
の質問が寄せられることが予想される。そこで本稿では，本年の定時株主総会において新型
コロナウイルスに関連して株主から聞かれる可能性がある主要なテーマを取り上げ，想定問
答を準備するうえでのポイントや留意点を紹介する。なお，本稿執筆時点である３月31日
において新型コロナウイルスの感染拡大状況は日々大きく変化しており，６月総会の時点で
は本稿の前提が大きく変わったり，新たな質問テーマや留意事項が生じたりしている可能性
もあるため，企業担当者においては，想定問答の準備にあたり，総会直前までのこまめな見
直しとアップデートの必要性にご留意いただきたい。
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1	 東京証券取引所「新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報の早期開示のお願い」（https://www.jpx.co.jp/
news/1023/20200318-01.html）。
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および業績への影響に関する質問について
も，基本的には株主総会までに開示した内容
に沿って回答することになろう。もっとも，
感染拡大の終息の見通しが立たない状況にお
いて具体的な影響を正確に見通すことは難し
いため，今後その前提に変動が生じた場合は
速やかに開示するという姿勢を強調するとよ
いと思われる。また，新型コロナウイルスの
影響により業績予想の下方修正を発表する企
業の数は後を絶たず，この傾向は今後も拡大
するものと思われるが2，株主からは，従前
の予想値からの差異が生じた原因を具体的に
説明するよう求められる可能性があるので，
想定問答において準備しておくことが望まし
い。

BCPについては業態により重点を置くべき
ポイントが異なるが，たとえば，サプライチ
ェーンへの影響，国内外の工場の稼働停止等
の製造活動への影響，店舗営業の休業や時間
短縮，顧客や利用者の急激な減少等による営
業活動への影響，サービス・イベント中止の
影響等の観点から，BCPについていかなる措
置を講じているのか説明できるよう，準備を
進めておくことが肝要である。

なお，昨年１月に公布・施行された企業内
容等の開示に関する内閣府令の改正により，
有価証券報告書における財務情報および記述
情報の充実のため開示内容の見直しが行われ，
事業等のリスク情報についてより具体的な記
載が求められることになっている。それに加
えて，金融庁は，本改正とは別に，昨年３月
19日に「記述情報の開示に関する原則」およ
び「記述情報の開示の好事例集」を公表して
いる。事業等のリスク情報の開示の充実に係
る内閣府令の改正は2020年３月期から適用さ
れることになるので，想定問答においても，

このような開示の充実に向けた一連の流れを
意識した回答を検討することが望ましい。

２　事前のリスク評価および備えの十分性
新型コロナウイルスの事業活動への影響が

深刻な企業においては，事前にこのようなパ
ンデミックに関するリスクを経営陣としてど
のように認識していたのか，どのような備え
をとっていたのかについて株主から厳しい質
問がなされる可能性がある。すなわち，大会
社等においては，取締役会（非取締役会設置
会社では取締役）に内部統制システムの基本
方針を決定することが義務づけられており

（会社法348条４項，362条５項），その内容の１
つとして「損失の危険の管理に関する規程そ
の他の体制」（会社法施行規則98条１項２号，
100条１項２号）があげられている。したがっ
て，会社のリスク管理体制において，経営陣
として平時から新型コロナウイルスのような
パンデミックリスクを想定していたか，それ
に対する予防措置を講じていたかが問われ
る。また，リスク管理に関する規程等が定め
られている場合には，当該規程に沿った運用
がなされていたか，実際にどのような措置を
講じたのか，それが有効に機能したのかどう
か，仮に有効に機能しなかったのであればそ
の原因はなにか，今後の有事への備えとして
検討・改善するべき点があるか等についても
具体的に問われる可能性があるため，事前に
事実関係を整理しておくことが望ましい。

３　役職員における感染者の有無および罹患
予防のための方策
株主からは，役職員における感染者の有

無，および感染予防のための方策について質
問される可能性がある。この点，役職員で新

2	 帝国データバンク「新型コロナウイルスの影響による上場企業の業績修正動向調査（2020年３月25日時点）」（2020年３
月27日）によれば，新型コロナウイルスの影響を受けて業績予想の下方修正をした上場企業は本年３月25日までに111社
とされている。
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型コロナウイルス感染症に罹患した者の有無
について回答するか，回答するとしてどの範
囲で説明するかは一義的に決まるものではな
く，感染の実態，企業のイメージや知名度，
業態，事業に与える影響等をふまえたうえで
の総合判断とならざるを得ない。もっとも，
新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化して
いる現状をふまえると，感染者が発覚した場
合にそれを一切公にしない対応は困難と思わ
れ，実際，役職員から感染者が出た場合に対
外公表している企業が多いようである。もっ
とも，特定の役職員が新型コロナウイルス感
染症に罹患したという情報は要配慮個人情報
に該当する（個人情報保護法２条３項，同法施
行令２条２号）。したがって，特段の事情がな
ければ，本人や家族のプライバシーに配慮
し，氏名や役職名など，個人が特定されるよ
うな形で回答することは避けるべきであり，
株主への説明責任の観点からは，感染者の概
数（および時期）を回答すれば足りるであろ
う。

また，役職員の感染を防ぐための対策に関
する質問についても備えておく必要がある。
具体的には，テレワークや時差出勤の実施状

3	 インターネットを利用した株主総会の実施については，経済産業省が2020年2月26日に公表した「ハイブリッド型バーチャ
ル株主総会の実施ガイド」で論点が整理されている。

況，会議の実施方法や出張に関する方針，お
よび出社時の検温報告や衛生管理の方針につ
いては回答を準備しておくべきである。特に
社内で二次感染を起こしたり，多くの従業員
の感染が確認されたりした企業においては厳
しい質問が予想されるため，従業員への安全
配慮義務の観点からも十分な対策を今から積
み上げておくことが望ましい。

４　株主総会の運営方法に関する質問
このほか，株主からは，新型コロナウイル

スの感染拡大を受けた株主総会の運営方法に
関する質問がなされることが予想される。具
体的な運営方法の説明については誌幅の関係
上割愛するが，基本的には，会場設営上の措
置，議事運営の迅速化・効率化の工夫等，各
社が講じている内容をふまえて回答すれば足
りるであろう。具体的な運営方法について，
事前に議長から説明したり，それを記載した
書面を株主に配布したりすることも考えられ
る。また，インターネットを利用した株主総
会を実施する企業も多いと思われ，それへの
取組みについても質問が及ぶ可能性がある3。
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